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平成27年９月橋本市議会定例会会議録（第５号）その４ 

平成27年９月10日（木） 

                                          

                                        

 日程第18 議案第８号 橋本市男女共同参

画推進条例について 

○議長（中本正人君）日程第18 議案第８号 

橋本市男女共同参画推進条例について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第８号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第19 議案第９号 橋本市個人情報保

護条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（中本正人君）日程第19 議案第９号 

橋本市個人情報保護条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）ちょっとお聞きしたい

んですけども、54ページに書いてありますが、

ここで下のほうに書いてます「個人情報（個

人情報に該当しない特別個人情報を含む。）」

という意味がわからないんですけど、どうい

う意味か説明していただきたい。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）第２条の改正につ

きましては、特定個人情報、情報提供と記録

の用語の定義付けをするための規定を追加し

たものでございまして、本人の定義に関する

個人情報の範囲が、市条例と番号法で異なる

ため、番号法において定義付けられた特定個

人情報に対して、市条例の適用から外れるこ

とがないよう、括弧書きの規定を追加したも

のでございます。 

○議長（中本正人君）７番、よろしいですか。 

 ７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）ちょっとわかりにくい

んですけど。すいません。 

○議長（中本正人君）再度。わかりやすく。 

 副市長。 

○副市長（森川嘉久君）わかりやすく簡単に

申し上げますと、今回の、この条例の改正に

つきましては、いわゆるマイナンバー制度の

発足に伴う改正でございまして、その中で、

第２条の定義のところを見ていただきますと、

２号のところで、「特定個人情報」という定義

がされております。これは、今回成立いたし

ました法律に伴うものの個人情報の定義でご

ざいまして、それを含めて個人情報という新

たな形で、従来から定義されておりました個

人情報に、この特定個人情報も含めて、今回

は、この個人情報保護条例については、従来

の個人情報プラス、マイナンバー制度に伴う

特定個人情報を含めて個人情報をいうという

ことになりましたので、そういう形で第１条

の目的に関しましては、この特定個人情報を

含むものであるということを、はっきりとう

たわせていただいておるということでござい

ます。ということで、ご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）具体的にどういうこと

でしょうか。 
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○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）改正の趣旨でござ

いますけども、平成25年５月31日に、行政手

続きにおける特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律というのがあります。

それが公布されまして、いわゆるマイナンバ

ー制度の運用が開始されたことに伴い、橋本

市の個人情報保護条例において、マイナンバ

ーを含む個人情報についての規定を整備する

必要が生じたために、条例を改正するもので

す。 

 もともとは、個人情報という定義はマイナ

ンバーがなかったんですけども、このマイナ

ンバー法が施行されることに伴い、特定個人

情報を含む個人情報も対象になるということ

で改正をしたものでございます。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）全然わからないんです

けども、具体的にどういうことが、どういう

ふうに変わったのかということを説明してい

ただけますか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）特定個人情報とい

いまして、個人番号を、その内容を含む個人

情報ということで、もともとは個人情報だけ

であったんですけども、番号、例えば特定個

人情報ということで、個人番号、それから、

符号等を含む情報についても個人情報に含ま

れるということで、そういう改正をしており

ます。 

○議長（中本正人君）ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第９号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第９号 橋本市個人情報保護

条例の一部を改正する条例について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第20 議案第10号 橋本市手数料条例

の一部を改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第20 議案第10号 

橋本市手数料条例の一部を改正する条例につ

いて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第10号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第21 議案第11号 橋本市住民基本台

帳カードの利用に関する条例の

一部を改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第21 議案第11号 

橋本市住民基本台帳カードの利用に関する条
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例の一部を改正する条例について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第11号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第11号 橋本市住民基本台帳

カードの利用に関する条例の一部を改正する

条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第22 議案第12号 橋本市民会館設置

及び管理条例の一部を改正する

条例について 

○議長（中本正人君）日程第22 議案第12号 

橋本市民会館設置及び管理条例の一部を改正

する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）議案第12号から議案第

15号は、利用料といいますか、使用料の値上

げなんですけども、この４件で、だいたいど

のぐらいの増収を見込まれているんでしょう

か。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）阪本議員からの質

問の前に、今回改正させていただいた理由だ

けを、ちょっと先に述べさせていただきたい

と思います。その上で答弁に答えていきたい

と思います。 

 今回改正するに至った理由でございますけ

ども、私のほうから説明させていただきたい

と思います。 

 今回の改正は、本市が平成23年11月に定め

た、「使用料・手数料等に関する基本方針」に

基づきまして、今回、使用料・手数料を改正

するものでございます。 

 本市は新市合併後、旧橋本市、旧高野口町

でも取り組まれてきた行財政改革を継承しつ

つも、新たに橋本市、新市となってから新た

に橋本市行政改革大綱、それから、集中改革

プランを策定いたしまして、さまざまな分野

での行政改革に取り組んできたところでござ

います。 

 その中でも、使用料・手数料につきまして

は、合併後に調整を図られながらも、そのほ

とんどがそのままの状態で新市に引き継ぐと

いうような形となってございまして、適正な

負担の検証がなされていなかったということ

でございます。 

 このような状況の中で、平成23年６月に策

定されました橋本市行政改革推進計画におき

まして、具体的な取り組みとして、使用料・

手数料に関する基本方針の策定を明記させて

いただいて、その同年11月に、この同基本方
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針を策定するに至ってございます。 

 この使用料・手数料に関する基本方針につ

いては、市民負担の公平性、公正性を確保す

るということで、受益者負担の原則を基本的

な考え方として、それぞれの施設やサービス

環境等の状況に応じて見直しを行うことにし

てございます。 

 なお、議案第13号から議案第15号までの条

例の一部を改正する条例につきましても、同

様の趣旨で使用料を改正するものでございま

すので、よろしくお願いします。 

 その後の答弁につきましては、担当部長の

ほうから答えさせていただきます。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）市民会館の使用料

収入の増額の見込みでございますけども、お

よそ500万円程度の収入増を見込んでおりま

す。もともとは、減免の金額を無視しまして、

一応1,000万円程度の収入であったものが

1,500万円程度の収入というふうになります

ので、500万円程度の増収というふうに考えて

おります。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第12号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第23 議案第13号 橋本市都市公園条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（中本正人君）日程第23 議案第13号 

橋本市都市公園条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）全部まとめてのつもり

だったんですけど、すいません。この公園の

分についても、どのぐらいの増収を見込まれ

てますでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）まず、私のほうか

ら、運動公園の使用料についてお答えをいた

します。現行、プール、テニスコート、それ

から多目的グラウンドで2,500万円程度の収

入がございますが、1.2倍となりますので、

3,000万円の収入になる見込みでございまし

て、全く同じような利用状況でありますと、

500万円が収入増ということになりますが、運

動公園につきましては、ご存じのように文化

スポーツ振興公社のほうに指定管理をしてお

りまして、この収入については、指定管理者

である文化スポーツ振興公社のほうに入ると

いうことになります。で、この収入が増加す

るということでございますので、逆に、市が

支払いをしております指定管理料が、単純に

考えれば同額の減額ということになろうと思

います。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）都市公園のうちで、

神野々緑地でございますけども、これにつき

ましては、今回の見直しで、約70万円程度の

増額になろうかというふうに予想しておりま

す。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第13号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）大変申しわけござ

いません。先ほどの市民会館の増収額ですけ
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ども、計算いたしましたところ、増収額につ

きましては176万円程度の増収ということで

す。訂正しておわび申し上げます。 

                     

 日程第24 議案第14号 橋本市立社会体育

施設設置及び管理条例の一部を

改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第24 議案第14号 

橋本市立社会体育施設設置及び管理条例の一

部を改正する条例について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）同じく、どのぐらいの

増収の見込みなのか、お願いいたします。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）まず、伏原でござ

いますけれども、約28万円の増となる見込み

でございます。それから、学文路体育館等で

ございますけども、６万6,000円程度の増にな

るということでございます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）ちょっとこれ、見させ

ていただいたら、今回、伏原のテニスコート

が入っておるんですが、学文路スポーツセン

ターのテニスコートが1,038円になって、伏原

が953円になってますね。これは、なぜ統一を

しないんでしょうか。同じようなテニスコー

トであって、金額が、使用料が違うというの

は、私はちょっとおかしいんではないかと思

うんですけど。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）お答えをいたしま

す。伏原テニスコートについてはハードコー

トでございまして、その他のコートにつきま

しては人工芝ということで、コート自体の仕

様が違いますので、今回、伏原については現

行のとおりといいますか、ちょっと差をつけ

させていただいたということでございます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第14号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第25 議案第15号 橋本市立文教施設

利用に関する条例の一部を改正

する条例について 

○議長（中本正人君）日程第25 議案第15号 

橋本市立文教施設利用に関する条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 この際、当局から発言の申し出があります

ので、これを許します。 

 教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）ただ今からご審議

をいただきます、橋本市立文教施設利用に関

する条例の一部を改正する条例につきまして、

多数の誤りがございました。本来ですと、正

誤表により訂正をお願いするところでござい

ますが、正誤表、正誤であらわしますと、か

えってわかりづらいことから、今回は事前に

お配りをした訂正後の議案書で審議をいただ

きますようお願い申し上げます。 

 不手際をおわび申し上げます。今後このよ

うなことがないよう、細心の注意を払ってま

いりますので、よろしくご審議願います。 

○議長（中本正人君）ご了承願います。 

 これより、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）同じく、どのぐらいの

増収を見込まれてますでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 
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○教育次長（坂本安弘君）公民館、地区公民

館も含めてですけども、社会教育認定団体で

すとか、それから、各館のサークルにつきま

しては、社会教育ということの発展の意味も

込めまして、大半、減免・免除をしておりま

す。このため、中央公民館で約40万円程度の

増収となる見込みでございます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第15号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

 

                                           

 


